
1 

 

 

 

地方自治特論 A 

（地域政府再編論） 

2017年度春学期 

第 12回（資料） 

 

2017．7．13（木） 

第 3時限（13: 00~14: 30） 

3号館 811室 

 

片木 淳 

katagi◎waseda.jp（◎は@） 

 

小生の講義も、余すところあと２回になりました。 

講義最終日（７月 27 日）24 時までに、「地域政府の再編をめぐるテーマ」について、

A4 で 5 枚以内のレポートを片木宛、メールで提出してください（第１回講義資料又は下

記ホームページ参照。小生からの受取りメールを必ず確認のこと）。 

http://www.f.waseda.jp/katagi/jititokuronA.html 

 

次回までに 

（討論資料）全国町村会・道州制と町村に関する研究会「『平成の合併』をめぐる実態と評価」、

（平成 20 年 10 月、抜粋、本資料の最後に掲載）を読んで、研究しておくこと。 

http://www.f.waseda.jp/katagi/jititokuronA.html
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１ 平成の大合併の財政効果 

1.1 総務省「市町村の合併に関する研究会、平成 17年度報告書」（抜粋） 

 
  【出典：総務省 HP「広域行政・市町村合併」「市町村合併資料集」「合併研究会」「平成 17年度研究会～平成 18年

度研究会」「報道発表資料（概要・研究会メンバー・開催経緯等）(PDF)」（平成 18年 5月 10日）】 

 

 

1.2 市町村合併による三役・議員関連人件費の削減効果 

 
  【出典：総務省 HP「広域行政・市町村合併」「市町村合併資料集」「合併研究会」「平成 17年度研究会～平成 18年度研究会」

「報告書」（平成 18年 5月 10日） 】 
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1.3 人口１万人未満市町村（H11.3.31 時点）における財政力指数の変化（総務省「『平

成の合併』の評価・検証・分析」（平成 20年 6月） 

 
 

1.4  人口１万人未満市町村（H11.3.31 時点）における人口１人当たり人件費の変化 

 
 

  【出典：総務省 HP「広域行政・市町村合併」「市町村合併資料集」「合併研究会」「平

成 17年度研究会～平成 18年度研究会」「報道発表資料（概要・研究会メンバー・開催経緯

等）(PDF)」（平成 18年 5月 10日）】 
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1.5 人口 6-6.5 万人市の人□1人当たり延床面積と地方債残高の関係(平成 23 年度末) 

 
【出典：日本政策投資銀行（DBJ）「合併市町村が直面する財政上の課題」（2013年 11月）】 

 

２ 合併特例財政制度 

2.1 合併市町村に対する財政上の支援措置（主なもの） 

 
【出典：日本政策投資銀行（DBJ）「合併市町村が直面する財政上の課題」（2013年 11月）】 
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2.2 旧「合併特例債」   

 

   合併後の市町村が市町村建設計画に基づいて行う一定の事業および基金の積立に要す

る経費については、合併年度及びこれに続く 10年度に限り認められ、その元利償還金の

一部について、普通交付税措置を行うこととされていた（平成 17年度以降廃止、ただし、

経過措置）。 

 (1) 市町村建設計画に基づく対象事業   

    ①  合併後の市町村の一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事

業   

    ②  合併後の市町村の均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業   

    ③  合併後の市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の

統合整備事業   

 (2) 基金対象事業   

    ①  新市町村の一体感の醸成に資するもの   

         (例) イベント開催、新市町村のＣＩ、新しい文化の創造に関する事業の実施、

民間団体への助成等   

    ②  旧市町村単位の地域振興(旧市町村において過去に合併が行われたことがある場

合には、当該過去の合併の際の旧市町村を単位とする地域振興を含む。)   

         (例) 地域の行事の展開、伝統文化の伝承等に関する事業の実施・民間団体へ

の助成、コミュニティ活動・自治会活動への助成、商店街活性化対策等 

 (3) 充当率及び普通交付税措置   

     充当率は対象事業費の概ね 95％とし、その元利償還金の 70％について、後年度に

おいて普通交付税の基準財政需要額に算入される。   

 

2.3  旧「合併算定替」  

 

 新市町村の状態で算定(一本算定)した財源不足額が、合併前の合併関係市町村ごとに

算定した財源不足額の合算額を下回る場合に、後者の額を普通交付税の額とするもの。

市町村の合併に伴う財源不足額の減少を防止し、合併の障害を除去するための特別措

置。適用期間が「15か年度間」(11年度目以降は、段階的に縮減)に延長されていたが、

平成 17年度以降は、「10か年度間」(6年度目以降は、段階的に縮減)に戻った（ただし、

経過措置）。 

 

 
   【以上、出典：総務省ホームページ旧「合併相談コーナー」） 
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2.4 市町村の合併の特例等に関する法律（平成 16 年）による改正 

 

① 市町村建設計画は合併市町村基本計画と名称を変更し、所要の規定の整備を行う。 

② 合併特例債は廃止する。 

③ 合併算定替については、現行法の合算特例期間 10 年を段階的に５年に短縮し、激

変緩和期間は現行法と同様に５年とする。 

 

○ 施行期日 

この法律は平成 17年 4月 1日から施行し、平成 22年 3月 31 日限りその効力を失う

（５年間の限時法）。ただし、平成 17年 3月 31日までに都道府県知事に合併の申請を  

行い、平成 18年 3月 31日までに行われる市町村の合併については、現行法が適用さ 

れる。    

【出典：総務省のホームページ資料】 

 

2.5 旧合併特例法と合併新法との比較 

 
 

【出典：平成 20年 11 月 11 日、総務省「地方分権改革推進委員会ヒアリング資料」「合併

のための特例法」】 
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2.6 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律（平成 22 年法律第 10 号、

同年３月 31日公布、４月１日施行）の概要 

 

１ 題名 

法律の題名が「市町村の合併の特例に関する法律」に改められた。 

２ 目的 

目的が「自主的な市町村の合併の推進による市町村の規模の適正化」から「自主的な

市町村の合併の円滑化」に改められた。 

３ 市となるべき要件 

①  合併後の普通地方公共団体の市となるべき要件は人口３万以上を有することとす

る特例が廃止された。 

②  市の区域の全部を含む新設合併については、地方自治法に規定されている市とな

るべき要件のいずれかを備えていない場合であっても、市となるべき要件を備えて

いるものとみなす特例が存置された。 

４ 地方交付税の額の算定の特例 

①  地方交付税の額を算定する場合においては、合併市町村については、市町村の

合併に伴い臨時に増加する経費の需要を基礎として、基準財政需要額の測定単位

の数値を補正するものとする特例が廃止された。 

②  合併市町村に交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた年度

及びこれに続く５年度については、合併関係市町村が当該年度の４月１日におい

てなお当該市町村の合併の前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算

額を下らないように算定した額とし、その後５年度については、当該合算額に総

務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とするものとされた。 

５ 市町村の合併の推進に関する構想等 

①  総務大臣は、自主的な市町村の合併を推進するための基本的な指針を定めるも

のとする規定が廃止された。 

②  都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町

村の合併を推進する必要があると認められる市町村を対象として、当該都道府県

における自主的な市町村の合併の推進に関する構想を定めるものとする規定が廃

止された。 

③  都道府県に、自主的な市町村の合併の推進に関する審議会その他の合議制の機

関を置くものとする規定が廃止された。 

なお、改正法の施行後も、地方自治法第１３８条の４第３項に規定する附属機

関として独自に市町村の合併に関する審議会等を置くことは差し支えない。 

④ 合併協議会設置の勧告等に関する規定等が廃止された。 

６ 国、都道府県等の協力等 

①  国は、都道府県及び市町村に対し、これらの求めに応じ、市町村の合併に関す

る助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとされた。 

② 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報

の提供その他の措置を講ずるものとされた。 

７ 有効期限 

① 法の有効期限が平成 32年 3月 31日まで延長された。 

 

【出典：総務省 HP「市町村合併資料集」「市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改

正する法律等の施行について」（平成 2 2 年 4 月 1 日、総行市第 1 2 1 号、各都道府県知

事宛総務副大臣通知）より要約、抜粋。】 
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2.7 市町村の姿の変化に対応した交付税算定について（平成 26 年度） 

 
【出典：総務省HP「広報・報道 > 報道資料一覧 > 平成 26年度 普通交付税の算定結果

等 」（平成 26年 7月 25日） 
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2.8 市町村の姿の変化に対応した交付税算定について（平成 27 年度） 

 
【出典：総務省HP「広報・報道 > 報道資料一覧 > 平成 27年度 普通交付税の算定結果

等 」（平成 27年 7月 24日） 
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３ 市町村合併の手続き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：東京都総

務局行政部「区市

町村行財政改革の

ホームページ」「考

えてみませんか東

京の市町村合併」

「10. 市町村合併の

手続きってどうする

の？」】
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（次回討論資料） 

全国町村会・道州制と町村に関する研究会「『平成の合併』をめぐる実態と評価」

（平成 20 年 10 月、抜粋） 
 

３ 合併推進の問題点 

［1］ 市町村を合併に向かわせたもの 

本来、市町村合併は、市町村の自主性に基づいて行われるべきものである。従って、た

とえば高度化・多様化する行政需要、広域行政や地方分権時代への対応として、合併が必

要であると市町村が判断すれば、合併を進めるべきだろう。 

実際、行政需要の高度化・多様化への対応を合併を選択した理由としてあげた声もあっ

た。人口減・高齢社会の到来に際して、特に教育・福祉分野への対応を図るために合併を

選択した市町村、また、日常生活圏、経済圏の拡大への対応、すなわち広域行政への対応

を合併の目的にあげた市町村もあった。さらに、地方分権時代への対応、スケールメリッ

トを活かした地域の活性化を目指して合併を進めた市町村もあった。 

ところが、ヒアリングの結果、市町村が自主的に望んでいないにもかかわらず、合併を

余儀なくされた側面が少なくないことがわかった。 

 

( 1 )  財政問題 

今回ヒアリング調査を行ったほとんどの市町村が合併の理由として第一にあげたのが、

財政問題だった。そして、財政問題の主因は、① 公債費の増加、②地方交付税の削減、

③ 交付税額の見通しの不透明さであった。 

1 9 9 0年代に国策として進められた景気浮揚目的の公共投資により、各市町村は大き

な起債残高を抱えることとなった。そうして生まれた起債が償還期を迎え、公債費が大

幅に増加した頃に、地方交付税の削減が始まった。特に小規模市町村（ その多くは町村） 

は、段階補正の見直し（ 第１ 段階： 平成 10年度～ ：人口 4 , 0 0 0人以下町村が対

象・第２ 段階： 平成 14年度～ ： 人口 5万人以下市町村が対象） に加えて、平成 16

年度の地方交付税・臨時財政対策債の大幅削減（ いわゆる「地財ショック」） というダ

ブルパンチを受け、財政危機に直面した。 

また、予告なしに突然市町村を襲った「地財ショック」は、市町村に対し、交付税額

の見通しの不透明さを強く印象づけることとなった。地方交付税に財源の多くを依存す

る財政力指数の低い市町村にとって、交付税額の見通しがつかないことは、財政の将来

予測性の喪失を意味する。 

一方、合併した市町村に対しては、財源の将来的な確保を謳った措置がとられた。そ

れが、合併算定替措置であり、合併特例債制度だった。 

このように、財政措置に伴う「アメとムチ」により、特に自主財源に乏しい小規模市

町村は合併推進を余儀なくされた。 

 

( 2 ) 府県の強力な指導 

「平成の合併」にあたって、残念だったのは、府県の合併に対する態度であった。 

今回の調査において、国や府県の指導を合併理由にあげた市町村が少なくなかった。な

かには、府県が半ば強制に近い形で合併を指導したという声もあがるなど、市町村によ

る「自主合併」とは言い難い、強引な手法も見受けられた。 

府県の合併担当職員が合併を熱心に推進するのは、職務の遂行上当然かもしれない。

しかし、市町村合併の推進によって、地域社会が広域的にどのように変化していくのか、

明確な展望もなく国の指導のままに対応したと言わざるを得ない。そこからは残念なが

ら府県の広域自治体としての新たな姿勢を見出すことは難しい。 

 

［2］ 国の合併推進策の問題点 
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このように、市町村が合併に踏み切った理由を考察すると、今回、国のとった合併推進

策は、その形成・展開過程において、３つの大きな問題点を抱えていたことがわかる。 

 

( 1 ) 財政措置に偏った合併推進策 

総務省が合併推進の目的としてあげているのは、① 広がる日常生活圏への対応、② 少

子・高齢社会到来への対応、③ 地方分権による市町村の役割の変化への対応、④ 厳し

い財政状況への対応の４ 点だが、合併推進のために用いられた手段は、その多くが財政

措置であった。合併特例債というアメ、地方交付税削減（ とりわけ小規模市町村におい

ては段階補正の廃止） というムチ、財政措置によるアメとムチを使い分けながら、市町

村合併が進められた。 

財政措置に偏った合併推進策により、全国の市町村が、合併に誘導され、結果として、

地方（ 特に農山村） が相次いで合併を余儀なくされた。こうした誘導的な行政手法は、

分権時代の流れに逆行するものであり、将来に禍根を残すことになったのではないか。 

 

( 2 ) 広域行政・地方分権に対する誤解 

合併推進の目的として、地方分権の受け皿としての基礎自治体の強化、日常生活圏の

広域化への対応が言われるが、これは２つの点で地方自治を誤解している。 

１つは、市町村規模と行政能力が比例するという誤解である。今回の調査検証から、

小さいからこそ行政能力を高め、効率的な行政を実現している町村の存在が明らかとな

った。    

こうした町村では、住民の負担と参加を得ながら行政を進めるという住民自治の精神

が醸成されており、行政と住民の間で問題意識が共有され、限られた財源の中で、双方

の合意のもと、費用を抑えたうえで、納得度の高い行政運営を実現している。 

２つは、広域行政は１ 市町村単位でしか行えない、すなわち、１つの自治体にしない

と行政体制が整備されないという誤解である。 

小規模町村では、必要な行政が担いきれない場合は広域行政で対応してきた。広域行

政の制度として、既に広域連合や一部事務組合等の枠組が用意されており、全国町村会

も広域行政制度をさらに充実させるために、「市町村連合」を提唱してきたところである。

それぞれの制度の役割を明確にしないままに、広域行政ニーズの拡大が合併の必要性に

ストレートに結びつけられたことに、今回の合併推進策の問題点の１つがある。合併に

代わる広域行政制度の再検討が必要である。 

 

( 3 ) 合併推進の強引さ 

本来、合併は、市町村の自主性のもとに行われるならば、否定されるべきものではな

い。ところが、調査結果によれば、国（ 総務省）、ならびに、国の意を受けた府県によ

る強引な合併誘導策が目立ち、市町村の自主性が尊重されたとは言い難い実態が明らか

となった。 

強引さゆえに、合併について誤った方向に市町村を導いたとみられるケースもあった。

合併さえすれば、財政的困窮が解消するのではないかとの誤解が広まった結果、「サービ

スは高く、負担は低く」という合言葉が流布し、駆け込み事業も多発した。また、合併

算定替が「交付税“ 額” の保証」であると誤解して合併に踏み切り、合併後に財政計

画の大幅な見直しを余儀なくされた事例もあった。やみくもに合併を推進するのではな

く、こうした誤解を打ち消し、合併に際して冷静な議論を呼びかける努力が必要だった

のではないか。 

 

［3］ 市町村合併が見落としたもの 

今回の調査からは、市町村合併が、これまで育まれてきた行政と住民相互の連帯、これ

を基礎とした自治の構築を停滞させた一面が浮かび上がってきた。 
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いま、地域間格差が社会問題として顕在化するとともに、対応策として、「地域再生」の

必要性が打ち出されている。 

地域ごとに、地域の特性に応じた生きる力・生きる術を養い、蓄えていくことが地域再

生には必要である。そして、そうした力すべてを養い、蓄え、これを実践する場が「地域

共同社会」である。この「地域共同社会」は、社会経済の急激なグローバル化に伴い、消

滅の危機にある。したがって地域の再生のためには、この「地域共同社会」をいかに維持

再生するかを念頭に置いて考えるべきではないだろうか。 

その点、市町村合併は、市町村行政の体制を守った側面もなくはないが、これまで育ま

れてきた「地域共同社会」の取り組みの重要性を見落としてしまったのではないか。 

 

【出典：全国町村会HP資料より抜粋】 


